
２０２５年２月１日 

明治大学図書館 

 

２０２５年３月卒業・修了予定者等の図書館利用について 

 

年度末の図書館利用は、下記のとおりとなります。  

ただし、生田図書館は３／３１（月）まで休館のため入館できません。 

 

■ ２０２５年３月卒業・修了予定の学部生、大学院生 

入 館 

３／２６（水）まで 

※法務研究科は３／１８（火）まで 

学生証 

※３／２６（水）[法務研究科は３／１８（火）]  

は学生証または学位記の提示で入館可 

３／２７（木）以降 

※法務研究科は３／１９（水）以降 

学生証での入館はできません。 

３／２７（木）以降 [法務研究科は３／１９（水）以降] 

は校友としての利用となります。 

※未返却図書がある場合は校友利用登録できません。 

貸 出 
３／２５（火）まで 

※法務研究科は３／１７（月）まで 

返却期限は最長３／２６（水） 

※法務研究科は最長３／１８（火）  

 

■ 学部から大学院、大学院前期から大学院後期への内部進学者 

入 館 

３／２６（水）まで 
学生証 

※３／２６（水）は学生証または学位記の提示で入館可 

３／２７（木）～４／１（火） 
進学先の「学生証引換証」 

※４／２（水）以降、新学生証で入館可となります。 

貸 出 

３／２５（火）まで 返却期限は最長３／２６（水） 

３／２７（木）～４／１（火） 
貸出不可 

※４／２（水）以降、新学生証で貸出可となります。 

  

■ 卒業・修了学年で原級・留籍する学部生、大学院生 

入 館 期間特定なし 学生証 

貸 出 

３／２６（水）まで 

※法務研究科は３／１８（火）まで 

返却期限は最長３／２６（水） 

※法務研究科は最長３／１８（火） 

３／２７（木）～３１（月） 

※法務研究科は３／１９（水）～３１

（月） 

返却期限は最長３／３１（月） 

４／１（火）以降 貸出可（通常の貸出期限） 

   

■ 聴講生、科目等履修生、研究生 

入 館 ３／３１（月）まで 大学発行の身分証またはライブラリーカード 

貸 出 ３／３１（月）まで 返却期限は最長３／３１（月） 

 以 上 


